
大阪府支部における
公務災害防止事業

　大阪府支部では、各団体へ積極的に働きかけ、公務災害防止につながる事業を実
施しています。

＜訓練時の怪我を防ぐための医学的見地からの予防＞
　令和６年11月22日、大阪府警察本部と共催し、術科訓練に参加する警察官（10～
60代までの全世代）の訓練中の怪我（スポーツ事故）を防ぐため、医学的見地からの
予防についての理解を促すことを目的とした事業を実施しました。
　スポーツドクターの実技を交えた講義により、訓練時の怪我予防、予防に効果的
な部位別ストレッチ方法、怪我の再発防止等について学びました。
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＜ハラスメント防止研修＞
　令和７年２月19日及び20日、羽曳野市と共催し、法令で防止が規定されているセ
クシャルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関する
ハラスメントを中心に、ハラスメントの根本原因を理解し、職員一人ひとりがハラ
スメントの加害者にならないために、もしくは、 被害を未然に防いだり深刻にした
りしないために、具体例を用いて取るべき行動を学ぶための研修を実施し、それぞ
れの立場で、積極的にハラスメントのない良好な職場環境作りを目指す意識を醸成
しました。
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